
○
法
務
省
令
第
三
十
八
号

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
四
条
第
四
項
、
第
六
条
第
三
項

、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
四
項
（
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
務
局
に
お
け

る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
九
条
第
三
項

、
第
十
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
二
日

法
務
大
臣

上
川

陽
子

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
法
務
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
四
条
第
一
項
第
六
号
中
「
代
表
者
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
（
商
業
登
記
法
第
十
条
第
一

項
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
第
四
十
四
条
第
一
項
第
五
号



に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
代
表
者
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
代
表
者
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
代
表
者
の
資
格
を

証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
四
号
様
式
、
別
記
第
五
号
様
式
、
別
記
第
六
号
様
式
、
別
記
第
七
号
様
式
、
別
記
第
八
号
様
式

、
別
記
第
九
号
様
式
、
別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中
「
署
名
又
は
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


